
会議の公開について

○情報公開条例（平成１１年宮城県条例第１０号） 【抜粋】

（会議の公開）

第 19 条 実施機関の附属機関の会議その他の実施機関が別に定める会議

（法令の規定により公開することができないとされている会議を除く。）は，公

開するものとする。ただし，次に掲げる場合であって当該会議の構成員の３

分の２以上の多数で決定したときは，非公開の会議を開くことができる。

(1) 非開示情報が含まれる事項について調停，審査，審議，調査等を行う

会議を開催する場合

(2) 会議を公開することにより，当該会議の公正かつ円滑な運営に支障が

生ずると認められる場合

＊非開示情報（条例第８条第１項各号）

(1) 略

(2) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって，

特定の個人が識別され，若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することは

できないが，公開することにより，なお個人の権利利益が害されるおそれがあるもの。

ただし，次に掲げる情報を除く。

イ 法令の規定により又は慣行として公開され，又は公開することが予定されている

情報

ロ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和 22年法律第 120号)第２条第１項に規定

する国家公務員（独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）第２条第２項に

規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。），独立行政法人等（独立行政法

人等の保有する情報の公開に関する法律（平成 13 年法律第 140 号）第２条第１項

に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）の役員及び職員，地方公務員法(昭

和 25年法律第 261号)第２条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人及び公

社の役員及び職員をいう。)である場合において，当該情報がその職務の遂行に係

る情報であるときは，当該情報のうち，当該公務員等の職，氏名及び当該職務遂行

の内容に係る部分

(3)～(6) 略

(7) 県の機関，県が設立した地方独立行政法人，公社又は国等の機関が行う検査，監査，

取締り，争訟，交渉，渉外，入札，試験その他の事務事業に関する情報であって，当

該事務事業の性質上，公開することにより，当該事務事業若しくは将来の同種の事務

事業の目的が達成できなくなり，又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に

支障が生ずると認められるもの

資料１


